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65歳以上の方の新型コロナワクチン接種が始まります
【接 種 券】 令和３年４月中旬に、65歳以上の方にお届けしています。
 ※ 新型コロナウイルスのワクチンは徐々に供給されるため、国の定める優先順位に従って接種を行います。
 　高齢者以外の方には、今後、国の方針に従い接種券を発送しますので、今しばらくお待ちください。
【接種時期】
（１）高齢者施設等に入所している方　令和３年４月 12日から順次開始しています。
（２）（１）以外の高齢者の方　令和３年５月 10日から順次開始します。
　　　※ワクチン流通の都合で、日程変更や予約が出来にくい場合も想定されますがご了承ください。
　　　※６月中には、全ての高齢者の方が接種できる量のワクチンが供給される見通しです。

【接種場所】 ※原則、南越前町内の医療機関や集団接種会場で受けてください。
 ※予約が必要です。
 ※ 医療機関や施設に入院・入所中の方や基礎疾患がある方等は、南越前町以外（住所地以外）でも受け

ることが出来ます。かかりつけ医や施設にご相談ください。
 　㊟ 町外の場合、接種開始時期や予約方法等が異なる場合があります。

　◆町内の医療機関

　◆町内の集団接種会場
　　※集団接種の日時・場所・予約方法については、接種券に同封の案内をご確認ください。
 

■問合せ　保健福祉課　☎ 0778－47－8007

医療機関名 住　　所 電話番号 予約方法
ありが医院 湯尾 30-19-1 0778－45－2950 ※ 受診の時または電話にて、ご予約ください。

※お願い
　 接種希望の医療機関に初めて受診される方は、
出来る限り、来院での予約をお願いします。
　 予約来院時は氏名・生年月日・住所等がわかる
もの（接種券や保険証等）をご持参ください。

今庄診療所 今庄 84-24-1 0778－45－0030
加藤医院 東大道 25-27 0778－47－3233
河野診療所 甲楽城 7-31-1 0778－48－2610
花岡医院 西大道 18-22 0778－47－2236

山本内科医院 東大道 32-1 0778－47－3070

　障害のある６歳未満の児童を送迎する保護者に対して、児童の発育期の適時に、障害の軽減や機能向上を
目的とし、町外の施設や病院に通所・通院する場合に、支援金を支給します。
【対 象 児】 南越前町に居住する心身に障害を有する６歳未満の児童
 ＊手帳の有無は問いません。＊満６歳に達した日の属する年度までが対象です。
【支 給 額】 越前市内に通所又は通院する場合　　１回当たり 500 円
 越前市以外に通所又は通院する場合　１回当たり 1,000 円
【申 請 月】  ７月・10月・１月・４月が申請月です。申請月の前３か月分について申請いただくと、その翌月

に支援金を支給します。
【申請方法】  早期療育支援金支給申請書兼請求書、通所・通院証明書を持参の上、保健福祉課に申請してく

ださい。
＊詳細は町ホームページをご覧になるか、保健福祉課までお問合せください。
■問合せ　保健福祉課　☎ 0778－47－8007

早期療育支援金支給のご案内

★接種前のチェックリスト✓
□ かかりつけ医に、接種を受けてよいか相談しましたか？（かかりつけ医以外で接種の場合）
□ 予診票の太枠内を記入してありますか？
□ 接種券・本人確認書類・お薬手帳や飲んでいる薬の説明書は、準備しましたか？
□ 肩を出しやすい服装ですか？


